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徳島県発達障がい者支援地域協議会設置要綱

（設置）

第１条 発達障がい者の乳幼児期から成人期までの各ライフステージに対応する一貫した

支援を行うため、発達障害者支援法（平成１６年法律第１６７号）第１９条の２第１項

の規定に基づき、学識経験者、医療、保健、福祉、教育及び労働の関係機関、親の会等

の関係者からなる「発達障がい者支援地域協議会」（以下「協議会」という。）を置く。

（協議事項）

第２条 この協議会は、発達障がい者への支援のため次の事項について協議等を行う。

（１） 発達障がい者支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関すること。

（２） 地域の実情に応じた発達障がい者の支援体制の整備に関すること。

（３） その他発達障がい者の支援の充実に必要な事項に関すること。

（組織）

第３条 協議会は、会長、副会長、その他の委員をもって構成する。

２ 委員は、徳島県知事が委嘱する。

３ 会長は、委員の互選により選出し、副会長は会長が指名する。

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理す

る。

（委員の任期等）

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間とする。

２ 委員は、再任されることができる。

（会議の運営）

第５条 協議会は、必要に応じて会長が招集する。

（関係者の出席）

第６条 会長が必要と認めたときは、関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。

（検討部会・ワーキンググループ）

第７条 協議会の円滑かつ効率的な運営に資するため、また、実質的な検討作業を行うた

めに検討部会（ワーキンググループ）を置くことができる。



（事務局）

第８条 協議会に関する事務は、保健福祉部障がい福祉課及び発達障がい者総合支援セン

ターにおいて処理する。

（雑則）

第９条 この要綱に定めるものの他、協議会の運営に関し必要な事項は会長が定める。

附 則

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。
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【資料１－１】

令和７年度発達障がい関連施策の計画について
（発達障がい者総合支援センター）

１ 発達障がい支援機能強化事業 １６，０６１千円

２ 身体障がい者更生援護費 ３００千円

１ 事業の目的

「徳島県発達障がい者総合支援プラン（第３期）」にもとづき、発達障がい児者及びそ

の家族が、身近な地域でライフステージに応じた継続性のある支援が受けられるよう、地

域における相談支援の核となる人材を育成し、早期発見・早期支援の体制を充実させるな

ど、支援環境の充実に取り組む。

また、発達障がいについて広く県民に啓発することにより、障がいのある人もない人も、

共に支え合いながら暮らす地域づくりを目指し、発達障がい者の自立と社会参加の促進に

向けた取組を行っていく。

２ 事業概要

（１）相談支援：発達障がい児者及び家族等からの相談に応じ、的確な指導、助言を行う

とともに、関係機関との連携強化により、発達障がい者への総合的な支援体制の整備を

促進する。

①個別相談支援事業

②グループ支援

（２）発達支援：保護者のペアレントトレーニングの技術獲得を支援するとともに、ペア

レント・メンターの活動を応援することにより、保護者の孤立感等を軽減する。

①子育てサポート推進事業

②発達障がい就学前早期支援事業

③地域の子育て・にこにこサポート事業

（３）就労支援：自己の特性理解を促し、就労への動機付けや就労場面における課題等に

ついて指導・助言を行うことで、特性に応じた進路選択や職業選択、離転職の予防につ

なげる。

①発達障がい者就労移行サポート事業

②ライフスキルサポート事業

（４）啓発：発達障がいは、周囲の理解と支援があれば、その人らしい社会生活が送りや

すくなることを様々な手段で広く発信していき、発達障がいの正しい理解と知識を普及

させ、暮らしやすい環境づくりを推進する。

①発達障害啓発週間関連事業

②暮らしやすい徳島づくり加速事業

（５）地域支援・研修：令和６年度から「発達障がい者地域支援マネジャー」を１名増員

し３名体制として、強度行動障がいなどを始めとする困難事例への対応に関する助言・

指導などを行っており、県下の地域支援機能の更なる充実・強化を図る。また、早期発

見・早期支援につなげるため、乳幼児健診における市町村への技術的支援を目的とした

研修会等を実施する。さらに、人材育成の充実を図るため、研修会の受講希望者が参加



しやすいよう環境整備を行い、支援者の専門性や対応力の向上を促進するとともに、地

域全体の底上げを目指す。加えて、災害時に発達障がい者とその家族が安心して避難生

活を送ることができるよう、地域のサポート体制の強化を図る。

①支援者支援の強化事業

（発達障がいサポートチーム現場派遣事業、発達障がい児早期発見体制支援事業、

発達障がい者支援専門員養成研修、発達障がい児コーディネーター養成研修 等）

②災害時支援体制強化事業

（６）連携：関係機関との連携を効果的に行うための仕組みづくりを行い、総合的かつ計

画的な施策の推進を図る。

①職員の資質向上

②センター体制整備事業

③ゾーン連携事業

３ 事業効果

（１）地域の支援者が発達障がいについての知識と技術を高めることにより、早期発見・

早期支援ができ、発達障がい児者や家族を的確な支援機関につなぐなど、地域の支援力

の向上につながる。

（２）自立及び就労を視野に入れた早期からの支援により、発達障がい者にとって具体的

な就労イメージと実践的なスキルの獲得が期待でき、適切な就労へとつなげることがで

きる。

（３）発達障がいについて広く県民に啓発することにより、発達障がいについて正しい理

解の促進が図られ、誤解や偏見を除くことで、発達障がいのある人だけでなく、誰もが

幸せに暮らす社会の実現に近づく。

３ かかりつけ医等発達障がい対応力向上研修事業 ５００千円

１ 事業の目的

発達障がい児者やその家族が身近な存在であるかかりつけ医等と信頼関係を構築し、適

切な支援を受けるためには、かかりつけ医等の対応力向上が必要不可欠である。発達障が

い児者やその家族が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、かかりつけ医等の対応力

の底上げを図る。

２ 事業概要

（１）発達障がいに関する国研修の受講

研修名：精神保健に関する技術研修

受講者：医師及びセンター職員

（２）伝達研修の実施

講 師：国研修を受講した医師及びセンター職員

対象者：医師 等

（３）修了証書の交付 等

３ 事業効果

地域の身近なかかりつけ医等が発達障がいについて正しい知識を持つことで、発達障が

いに気づき、早期発見につながる。また、適切な配慮でスムーズな受診ができることによ

り、発達障がい児者やその家族の負担軽減につながる。



発達障がい者総合支援センターにおける事業

❖支援者向け『発達障がい児早期発見体制支援研修会』

早期の
気づき

社会参加・自立

❖ペアレントトレーニング『すくすく教室』による保護者支援教室

❖ペアレントプログラムの市町村への普及・拡大

❖ペアレント・メンターによる 『グループ相談会』

❖発達凸凹サポートチーム現場派遣

❖ライフステージに応じた自己理解や
将来の自立・就労に向けた講座等

❖発達障がい者就労移行サポート
（FA・みなと高等学園作業体験・ジョブトレ・
就労継続バックアップ事業）

❖ペアレントトレーニングのプレ『子育てサポートミニ講座』

❖乳幼児健診に携わる保健師等を対象に『健診で観察すべきポイント講座』

❖親子参加型『のびっ子学級』による保護者支援教室

❖家族サポート教室

❖発達障がい者ピアグループ
育成（ひととき・ほっと会）

❖発達障がい者支援専門員養成研修

❖関係者研修

❖災害時発達障がい者サポート体制の
強化に向けた防災勉強会

市町村

保健センター

保育所・幼稚園

相談支援事業所

児童発達支援センター

障がい児通所支援事業所

医療機関

市町村 保健センター

医療機関 教育委員会

児童発達支援センター

相談支援事業所

障がい児通所支援事業所

小学校 中学校

特別支援学校

高等学校

総合教育センター

医療機関市町村 保健センター

相談支援事業所

自立支援協議会障害者職業センター

大学・専門学校

障害者就業・生活支援センター

若者サポートステーション

障がい者相談支援センター

ハローワーク

企業

連携機関

情報の引継ぎ

情報の引継ぎ

❖かかりつけ医等発達障がい者対応力向上研修事業

連携機関

連携機関

精神保健福祉センター

等

等

等

❖発達障がい児コーディネーター養成研修

❖社会資源の乏しい地域への専門職チーム派遣

❖企業向け発達障がい理解促進講座

❖市町村困難事例サポートチーム現場派遣

令和５年３月に策定された「発達障がい者総合支援プラン
（第３期）」の基本理念に基づき、ライフステージに応じた
事業を展開しています。
発達障がい者地域支援マネジャーや広域的支援人材の配置

により、地域支援体制の更なる充実に向け取り組んでいます。

（大人の就労サポート事業）

（高校・大学生等就労サポート事業）

（小・中学生の“自分そだて”サポート事業）



【資料１－２】
令和７年度発達障がい関連施策の計画について

（教育委員会）

１ 特別支援教育「未来の人材」輩出事業 １０，０００千円

「未来の人材」を輩出することを目的とし、将来、特別な支援を必要とする子どもたち
の支援や特別支援教育に携わる次世代の「人材確保策の強化」を図るとともに、特別支援
学校と高等学校の協働活動や、e スポーツ・アダプテッドスポーツをとおした交流活動に
より互いの理解を深め、障がいの有無に関わらず全ての人が活躍できる社会の実現を目指
す。

２ 特別支援教育「地域まるごと専門性向上」事業 ７，３９９千円

特別な支援を必要とする児童生徒や医療的ケア児の増加に伴い、特別支援学校及び小・
中学校の特別支援学級に関わる教員等の専門性を強化する支援体制の整備や、医療的ケア
児一人一人の社会参加支援の充実を図る。
また、小・中学校の通常学級や高等学校においても、巡回相談員の派遣や専門家による

支援・相談体制を整備するなど、特別支援教育の「専門性向上」や「サポート体制の構築」
を図る。
さらに、ＩＣＴを活用しながら新しい時代の特別支援教育を推進し、一人一人が輝く「ダ

イバーシティとくしま」の実現を目指す。

３ 社会で活躍サポート事業 ６，４５８千円

特別支援学校の生徒が、卒業後の社会生活にスムーズに移行し、社会で活躍できるよう、
また、事業所等に対する障がい理解等の促進と労働や福祉との連携による特別支援学校の
生徒の就労及び職場定着のために、専門家等との連携によるキャリア教育の充実を図る。
１ 進路指導主事による卒業生の職場巡回支援
２ 企業関係者に特別支援学校生徒の就労についての理解を深める取組み

４ 新時代！特別支援学校「エシカルアクション」事業 ４，６９０千円

特別支援学校が主体的に地域のエシカル消費課題に関わり、特別支援学校ならではのリ
ソース力を発揮し、それぞれの地域が抱える地域課題の解決を図る。
地産地消や６次産業化の促進および地域課題の解決に向けた取組の横展開を目指す。
また、成年年齢引き下げに伴う消費者トラブルへの対応について、障がい特性や卒業後

の進路を見据えた消費者教育を実施する。

５ 「ともにまなぶ」高校生活応援事業 ３，１７０千円

県立高等学校に在籍する、障がいにより特別な支援を必要とする生徒に対し、対象生徒
の学校生活の充実や学業不適応状態の予防改善を図り、さらに、学校における支援体制の
充実や周りの生徒の理解啓発を促すため、個別的な支援を行う特別支援教育支援員（学習
支援員）を５校に１名ずつ配置する。
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発達障がい者総合支援センター ハナミズキ・アイリス

みなと高等学園

徳島赤十字ひのみね医療療育センター

徳島赤十字ひのみね医療療育センター附属乳児院

トップページ

ゾーンについて

発達障がいとは

アクセス

お問い合わせ

トップ

センターの概要
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アクセス

よくある質問

研修会・講座

支援者支援

刊行物

（リンク）

（リンク）

（リンク）

【資料２】

発達障がい者総合支援センターホームページについて

１ 体系図

と
く
し
ま
発
達
障
が
い
総
合
サ
イ
ト

発達障がい者総合支援ゾーン

発達障がい者総合支援センター ハナミズキ・アイリス

みなと高等学園

徳島赤十字ひのみね医療療育センター

徳島赤十字ひのみね医療療育センター附属乳児院

トップページ

ゾーンについて

発達障がいとは

アクセス

お問い合わせ

トップ

発達障がいとは

相談・講師派遣

アクセス

よくある質問

研修会・講座

支援機関

刊行物

サポーター

センターの概要

お問い合わせ

R5年度

（リンク）

（リンク）

（リンク）

変更前

変更後

R5年度



２ 発達障がい者総合支援センター
     ハナミズキ・アイリスのトップページ

（パソコン用）

●災害時の発達障がい
児・者関係の情報を
集めたページを作成。
すぐにページにアク
セスできるようリン
クをトップページに
配置。

●関連する情報を収集
しやすいよう、発達
障害ナビポータル、
世界自閉症啓発デー
日本実行委員会公式
サイトのリンクを
追加。



３ センターの概要

●トップページの
下の階層にあった
「センターの概
要」を上の階層に
引き上げ。

●別のページに
掲載されていた
「サポーター」
をこのページに
移動。



４ 相談

●「相談受付フォーム」
の様式を見直し。
新様式は次ページに
掲載。

●このページに掲載されていた
「講師派遣」のページを
「支援者支援」のページに
移動。

●「支援機関」のページに掲載
されていた「支援機関一覧」
を、この「相談」のページに
移動し、相談先を検索しやす
く修正。



５ 相談受付フォーム

●問合せ項目を整理。
入力必須項目を増やし、
就労の有無など新たな質問
項目を追加するなどして、
速やかな支援につながるよう
変更。



６ 支援者支援

●支援者に対する支援事業を
新たなページにとりまとめ。

○講師派遣
○機関コンサルテーション
○サポートチーム派遣
・発達凸凹サポート
チーム現場派遣
・市町村困難事例サポート
チーム現場派遣



７ 発達障がい者総合支援センター
     ハナミズキ・アイリスのトップページ

（スマートフォン用）

●パソコン用の
トップページの
タブの項目に
合わせて、
リンク先を修正。
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